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（福祉健康委員会付託） 

 
受 理 番 号  第 １４０ 号の２       受理年月日 平成２５年２月１４日 
                      付託年月日 平成２５年２月２２日 
陳  情  者  ・・・・・・・・・・・・・ 
       ・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・ ・ ・ ・ 
 
陳 情 原 文  子どもを扶養している婚姻歴のない母子家庭の母には、所得税法の定

める「寡婦控除」は適用されません。税法上の「寡婦」とは、過去に法律婚をした

ことのあるものと定義されているからです。これによって算定された所得が、所得

税、住民税、公営住宅入居資格及びその賃料、保育料等の算定のための基準とされ

る結果、同じ母子家庭でありながら婚姻歴のない母子家庭の母は課税所得が高く設

定されてしまいます。そのため、婚姻歴のない母は、母子世帯の中でもとくに所得

水準が低い傾向にあるにもかかわらず、さらに大きな不利益を受けています。 
戸川この問題について、２００９年１１月、３名の当ＮＰＯ会員らが、代理人弁護士

（吉岡睦子、金澄道子、黒澤圭子）とともに、日本弁護士連合会に対して人権救済

の申し立てを行いました。これを受けて日弁連は、去る１月１１日付で、非婚の母

に寡婦控除を適用しないことは、合理的な理由もなく差別するものであるとして、

寡婦控除を「みなし適用」するよう総務大臣、都知事等に宛てて「要望書」を発表

しました。（下記ＵＲＬは、文中の要望書等の資料が確認できます。）

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/complaint/year/2013/2013_1.html 

日弁連の調査報告書によれば、婚姻歴のない母親に対して寡婦控除を適用しない 

ことは、法の下の平等を保障した憲法第１４条に違反し、また母によって扶養され 

る子どもに対しても経済的不利益をもたらすことから子どもの権利条約に違反し、 

また差別を禁じた国際人権規約（自由権）の規約にも反している、と結論づけてい 

ます。 

いなお、保育料等の算定における寡婦控除のみなし適用については、すでに沖縄県 

下の複数の市区町村、岡山市、千葉市、沼津市、松山市、高知市、高松市、朝霞市 

等で実施されております。（資料１ 那覇市の保育料算定の例） 

つきましては、下記のとおり陳情いたします。 

 

記 
 
 貴自治体において、保育料算定や公営住宅利用などの手続きを行うにあたり、担当する  
社会福祉部門で婚姻歴のない母子家庭であることを認定したうえで、現行税法の「寡婦」  
と同等の控除をしたものとして取り扱うよう陳情します。  

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/complaint/year/2013/2013_1.html

